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真駒内公園における Park-PFI の活用に向けたサウンディング調査実施要領 

 

１ 調査の目的 

 道では、Park-PFI の導入可能性が最も高い真駒内公園において、モデルケースとして

導入に向けた手続きを進めているところです。 

事業計画の具体化や公募設置等指針の作成に当たっては、民間事業者からの意見・提案

を幅広く収集するとともに、事業への参画が見込める条件等を把握することを目的とし

て、マーケットサウンディング（市場調査）を実施します。 

 

２ 真駒内公園の概要 
 

公園名称 真駒内公園 公園種別 広域公園 

所在地 北海道札幌市南区真駒内公園 1 番 1 号 

公園面積 84.7ha 

供用開始年月 昭和 50 年 8 月 1 日 土地所有者 北海道 

都市計画上の 

法規制 

区域区分：市街化区域 

用途地域：第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域 

主な公園施設 
屋内競技場、屋外競技場、小体育館、自由の広場、 

豊平川さけ科学館（札幌市所管施設） 

その他 駐車場台数：約 466 台 

公園の説明 

真駒内公園は、札幌市中心部から南へ約 8km に位置し、「北海道酪

農発祥の地」として知られる地域に所在しています。園内には真駒内

川が流れ、南西部の丘陵地には自然林が広がるなど、豊かな自然環境

が形成されています。 

本公園は、昭和 47 年冬季オリンピックの主会場として整備された

屋内外の競技場を有しており、スポーツや憩いの場、各種イベントの

開催場所として、四季を通じて幅広い世代に利用されています。 

利用者数は、日常利用が年間約 61 万人、マラソン大会やコンサー

ト等のイベント時には年間約 33 万人が来園しており、合計で年間約

94 万人（令和 6 年度）が訪れています。 

アクセス 
○ 市営地下鉄「真駒内駅」から徒歩 30 分程度 

○ 市営地下鉄「真駒内駅」からバス及び徒歩 10 分程度 
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３ 公募の概要 

(1) Park-PFI のイメージ 

 

 

(2) 用語の定義 

Park-PFI 

平成 29 年の都市公園法の改正により新たに創設された、飲食

店、売店等の公園利用者の利便性の向上に資する公募対象公園施設

の設置と、当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広

場等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備、改修等

を一体的に行う者を公募により選定する「公募設置管理許可制度」

のこと。都市公園における民間資金を活用した新たな整備・管理手

法として「Park-PFI」と呼称。 

公募対象 

公園施設 

飲食店、売店等の公園施設であって、法第 5 条第 1 項の申請を

行う事ができる者を公募により決定することが、公園施設の設置又

は管理を行う者の公平な選定を図るとともに、都市公園の利用者の

利便の向上を図る上で特に有効であると認められるもの。例：カフ

ェ、レストラン、売店等。 

（都市公園法第 5 条の 2 第 1 項に規定） 

特定公園 

施設 

公園管理者との契約に基づき、公募対象公園施設の設置又は管理を

行うこととなる者が認定公募設置等計画に従い整備する園路、広場

等の公園施設であって、公募対象公園施設の周辺に設置することが

都市公園の利用者の利便性の一層の向上に寄与すると認められる

もの。 

（都市公園法第 5 条の 2 第 2 項第 5 号に規定） 

公募設置等 

指針 

Park-PFI 事業の公募に当たり、都市公園法第 5 条の 2 の規定に基

づき、公園管理者が各種募集条件等を定めたもの。 
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(3) Park-PFI 事業区域 

  

 

  

真駒内セキスイハイムスタジアム 

真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 

事業区域 左図の赤枠 

所在地 
北海道札幌市南区 

真駒内公園 1 番 1 号 

面積 
公園面積：847,000 ㎡の 

うち事業区域約 6,400 ㎡ 

都市計画上

の法規制 

【区域区分】 

市街化区域 

【用途地域】 

第一種中高層住居専用地域 

事業対象地

のインフラ 

上水道：あり 

下水道：あり 

電力 ：あり 

ガス ：なし 

電話 ：あり 

光回線：あり 

※下図参照 

 

出典：地理院地図 
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(4) 公募対象公園施設の種類 

前回実施したサウンディング調査の結果、真駒内公園における Park-PFI 導入において

は、利用者の利便性向上の観点から、飲食や物販サービスの充実が求められていることが分

かりました。このことを踏まえ、必須提案施設は以下のとおりとしました。 

○ 必須提案施設 

  飲食施設、物販施設、またはその両方 

○ 任意提案施設 

  駐車場 など 

その他、本事業において事業者が整備可能な公募対象公園施設の種類は下図のとおり。 

 

 

○ 公募対象公園施設の使用料の下限 

公募対象公園施設の使用料の最低額は、以下のとおりとします。 

公募対象公園施設の使用料の最低額 ３５０円/㎡・月 

 

(5) 特定公園施設の種類 

○ 必須提案施設 

芝生広場 

○ 任意提案施設 

必須以外の公園施設（事業区域周辺と親和性が高く利用者促進に繋がるもの） 
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(6) 費用負担及び役割分担 

費用負担及び役割分担は、以下のとおりです。 

事業範囲 事業区域 

対象施設 公募対象公園施設 特定公園施設 
利便増進施設 

（任意提案） 

整
備
（
設
計
含
む
） 

実施主体 事業者 

費用負担 事業者 事業者 事業者 

施設所有権 事業者 
事業者より譲渡を 

受け北海道が所有 
事業者 

位置付等 
事業者が設置管理

許可を受けて整備 

事業者が整備 

（工事中は占用許可） 

事業者が占用許可を

受けて整備 

管
理
運
営 

実施主体 事業者 

費用負担 事業者 事業者 事業者 

位置付等 

事業者が設置管理

許可を受けて管理

運営 

事業者が管理運営 
事業者が占用許可を

受けて管理運営 

 

○ 公募対象公園施設の整備及び管理運営について 

・ 事業者は、都市公園法第 5 条に基づく設置管理許可を受け、公募対象公園施設の整備、

維持管理および運営を行うものとします。 

・ これらに要する費用は事業者の負担とし、管理運営についても事業者が行うものとしま

す。 

○ 特定公園施設の設計・整備、道への譲渡について 

・ 特定公園施設に係る設計および建設は、事業者の負担により実施するものとし、整備完

了後は、当該特定公園施設を道が取得するものとします。 

○ インフラ設備について 

・ 事業区域までのインフラ整備を含め、事業区域から施設までの整備は、事業者の負担に

より実施するものとします。 

・ 事業者が行うインフラ整備については、事前に道と協議することとします。 

○ 事業区域内の既存樹木の伐採及び伐根について 

・ 事業区域内の既存樹木について、公募対象公園施設および特定公園施設の建設に支障が

ある場合には、伐採および伐根等の処理を、事業者の負担により実施するものとします。 

・ なお、伐採および伐根を行う樹木については、事前に道と協議することとします。 

※ 事業区域内の既存樹木については、3 ページの図（赤枠内）において、おおよその配置

を示しております。  
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４ スケジュール 
 

実施要領等の公表、募集開始 令和 8 年（2026 年）１月 19 日（月） 

アンケート調査の提出期限 令和 8 年（2026 年）２月 20 日（金） 

サウンディング調査結果の公表 令和 8 年（2026 年）5 月中旬 

 

５ サウンディング調査の内容 

(1) サウンディングの対象 

道立都市公園の利活用による事業の実施主体となる意向を有する法人又は法人のグルー

プで、次のいずれかに該当する者を除きます。 

ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当する者 

イ 参加申込書提出時点で、北海道の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領（平成４年

９月 11 日付け局総第 461 号）に基づく指名停止を受けている者 

ウ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）及び民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

に基づく更生・再生手続き中の者 

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２

号に規定する暴力団又は北海道暴力団の排除の推進に関する条例等に該当する者 

オ 道税等を滞納している者 

カ 法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者 

 

(2) サウンディングの調査項目 

別途アンケート（Word）を用意していますので、こちらへの回答をお願いいたします。 

 

６ サウンディング調査の手続き  

(1) 質問の受付及び回答について 

今回の調査に関する質問がある場合には、件名を【サウンディングの質問（貴社名）】と

して、電子メールにてお問合せください（任意様式）。質問者のノウハウ等、質問者の権利

や利益を害するおそれがある場合を除き、道のＨＰにて公表します（内容によっては一部要

約する場合があります）。 

質問提出期限 令和 8 年（2026 年）1 月 30 日（金） 

質問に対する回答の公表 令和 8 年（2026 年）2 月 6 日（金） 

提出先 「お問合せ先」のとおり 
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(2) アンケートの提出 

アンケートについて、件名を【アンケートの提出（貴社名）】として電子メールにて送付

してください。その他、必要に応じて、補足資料（イメージパース、配置図等）も提出いた

だいても構いません。 

アンケート提出期限 令和 8 年（2026 年）2 月 20 日（金） 

提出先 「お問合せ先」のとおり 

 

(3) サウンディング結果の公表 

サウンディングの実施結果について、概要の公表を予定しています。なお、参加事業者の

名称は公表しません。また、参加事業者のノウハウ保護に配慮するため、公表にあたっては、

事前に参加事業者へ内容の確認を行います。 

 

７ 留意事項  

(1) 参加事業者の取り扱い 

サウンディングへの参加実績は、事業者公募等をする場合における評価の対象とはなり

ません。 

(2) 費用負担 

サウンディングへの参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。 

(3) 追加対話への協力 

本サウンディング終了後も、必要に応じて追加の対話（文書照会含む）等を実施させてい

ただくことがあります。その際にはご協力をお願いいたします。 

 

８ お問合せ先 

 

担当課 北海道建設部まちづくり局都市環境課公園計画係 

住 所 〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 

電 話 011-231-4111（内線 29-626） 

メール kensetsu.koka2@pref.hokkaido.lg.jp 

担当者 主査（公園マネジメント）武 智樹 

 


